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継続検討事項への対応（一廃計画への区長会方針の掲載について） 

第６次一廃計画原案に関する委員意見のうち、継続検討事項（一廃計画への区長会方針の掲載）については、令和７年

（火）区長会総会の経過を踏まえ、以下のとおり対応いたしました。

12月 16日

 

章 頁 継続検討事項への対応 

１ ７  第４項「（４）２３区の清掃事業の課題に関する検討の経緯と今後の取組」を新設

１ ８ 区長会総会で承認された区長会ホームページ掲載予定文（冒頭部分）を引用掲載 

 

【参考】継続検討事項に関する委員意見 

№    章 頁 第６次一廃計画原案に関する委員意見 備考 

１ 

は

じ

め

に 

１ 

（現行） 
本計画の改定に当たっては、こうした国や東京都の廃棄物処理に係る取組や社会環境の変化を踏
まえ、検討を開始しましたが、将来のごみ量推計と、それに基づく清掃工場整備計画を多角的な
視点から精査、検討を重ねるため、当初より１年半先送りした令和８年度の改定となりました。 
（修正案） 
本計画の改定に当たっては、こうした国や東京都の廃棄物処理に係る取組や社会環境の変化を踏
まえ、検討を開始しました。その後、将来のごみ量推計やさらなるごみ減量施策、それらに基づ
く適切な清掃工場の焼却能力等について２３区における検討が行われ、その結果を受け、当初よ
り１年半先送りした令和８年度の改定となりました。 
（理由） 
清掃一組だけではなく、２３区において危機感を持ってごみの減量や適正な焼却能力について検
討を行ったことを明確にするため。 
明確にされていれば、記載場所はここにこだわるものではない。 
（補足） 
・本意見の意図は、事実として、２３区において検討を行ったことを明記することにある。その
検討方法として、検証委員会を設置したかどうかや、どのような検証を行ったのか等をどこまで
載せるかは、また別の話しである。少なくとも、２３区で検討した事実は記載されるべきである。 
・もし、本意見が採用されないのであれば、副区長会・区長会への報告に当たっては、一廃計画
改定検討委員会委員からこのような意見があった旨を申し添えていただきたい。 

 

一廃計画原案（案）における委員意見※資料の記載内容は検討時点のものです。
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継続検討事項への対応（一廃計画への区長会方針の掲載について） 

№    章 頁 第６次一廃計画原案に関する委員意見 備考 

２ 5 21 

「１ 長期的なごみ量推計の位置付け」において、「清掃工場整備計画に関する検証委員会」に
ついて触れられていますが、設置に至った経緯がわかりません。「令和６年度 一般会計決算概
要（東京二十三区清掃一部事務組合）」の P13 に記載されているような計画改定に係る検討体制
や検証委員会設置に至った経緯を「はじめに」に記載すべきではないでしょうか。特別区長会と
協議の上、検討をお願いします。 
 また、現行の計画においては、計画改定に係る検討の経過が清掃一組のホームページに公開さ
れています。検証委員会における検討も含めた検討経過を資料編の末尾に記載してはいかがでし
ょうか。 

 

３ ５ 21 

【提案】 
１長期的なごみ量推計の位置付けの２段落目の削除 
なお、本計画のごみ量推計は特別区長会のもと令和７年４月に設置された学識経験者等による

「清掃工場整備計画に関する検証委員会」（答申の抜粋は資料編Ｐ●参照）にて、ごみ量推計方
法の妥当性が確認された推計になります。 
→ 削除 
検証委員会は、推計①～⑤のいずれの推計方法も妥当であるとしており、記載する意味が薄い。
また、この記載が何を意味するのかを理解できるようにするには、更なる追記が必要と考えるが、
どこまで記載できるのか、いつの時点で記載できるかは、区長会の判断に影響されるものと推察
する。掲載しないこととして清掃一組一廃計画策定スケジュールに影響の出ないようにすべきで
ある。 

 「（答申の抜粋は資料編Ｐ●
参照）」の表記及び答申の抜粋
は削除しました。 

 

４ 5 21 

「『清掃工場整備計画に関する検証委員会』にてごみ量推計方法の妥当性が確認された」と記
載しているため、答申の内容を計画に記載すべきと考えます。 

清掃工場整備計画に関する
検証委員会の答申について
は、特別区長会ホームページ
にて公開される予定です。 

５ - - 

「検証委員会」や「ごみ減量３施策」について、区長会の動向を踏まえ対応するとのことですが、記載内
容や、記載理由について、しっかりと経営委員会や評議会で説明をお願いしたい。 
 
 

  

 

※資料の記載内容は検討時点のものです。


